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『マルシェ』とは、フランス語で『市場』のこと。本場フランスの市民は、そこで商品を挟

んで店主との会話を楽しんだり、市場の持つにぎわいを楽しんだりしています。 

 

“ときめきマルシェ”は、若いファミリー世代・子育て世代が多く住んでいる白井市という

街で、マルシェを通してにぎわいと交流の機会や場を生み出し、若い世代層が魅力を感じる新

たな交流拠点を白井市に創ることを目指している、市民主催の手作りのイベントです。 

 

2015年 9月に白井市第５次総合計画におけるパイロット事業として、市の主催で開催された

イベントをきっかけとして、これからはわたしたち市民の力で“ときめきマルシェ”を育てて

いこうという想いから新たなスタートを切りました。 

 

コンセプトその１ 『交流』 

―――参加するみんな全員が主役のイベント  

 

様々な『交流』を通して、新しい白井を発見する場所、新しく何かが生まれる場所を創りた

い。そして、何よりもその場にいるみんなが白井市という街に住んでみたい、住んでよかった

と思える。そんな心の『ときめき』が生まれるイベントを目指しています。 

 

コンセプトその２ 『おしゃれ』 

―――若いファミリー世代が思わず行ってみたくなる『おしゃれ』な空間 

 

白井市は若いファミリー世代が多く住む街。パパとママが子どもたちと一緒に行ってみた

くなる、魅力的な――『おしゃれ』なお店や場所、そしてイベントを新しく創りたい。 

普段の日常とは少しちがった休日を過ごせるような『おしゃれ』でにぎわいのある空間を

創りたいと考えています。 

 

 

 

 

 

（１）ときめきマルシェのコンセプトにご賛同いただけること 

（２）コンセプトを理解し、それを実行する想いとエネルギーを持っていること 

（３）独自のこだわりと愛情を込めたものづくりをしていること 

 

※反社会的団体及びその構成員・関係者、コンセプトにそぐわない営利目的の露店商 

の方などのご出店はお断りいたします。 

“ときめきマルシェ”とは 

出店（選考）基準 
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【出店区画】 

１ブース  ３ｍ×３ｍ以内 

※当日の出店区画位置につきましては、主催者側で指定させて頂きます。 
 

【出店料】 

物販・ワークショップ １区画  ３，０００円 

飲食         １区画  ３，０００円 

キッチンカー     １ 台  ５,０００円 

※マルシェ開催１ヶ月前までに口座払いをしていただきます。振込先のお知らせは、８月１０日の

出店決定者の発表時にＨＰ及びフェイスブックにてお知らせをいたします。 
 

 【出店キャンセルについて】 

入金後の出店キャンセル及び、荒天等で２日間ともマルシェが開催されない場合につきまし

ても、返金はいたしません。※出店費用は、次回以降のマルシェに持越せません。 
 
【出店形態について】 

 ① 飲食物 … 当日熱を通して調理する物・パン・飲み物 等 

 ② 物販  … 雑貨・焼き菓子（個別包装）・野菜販売 等 

 ③ ワークショップ  

※②物販と③ワークショップを兼ねる場合は、 

エントリーシートの記載は、③ワークショップを選択してください。 

 

【事前提出書類】 ※飲食物販売者のみ 
  

腸内細菌検査結果の原本写し（飲食物販売者のみ）  

 

各店舗の調理担当従事者の腸内細菌検査は、各自が実施し、検査結果を指定期限までに 

ご提出ください。 

    ※１年以内に検査をしていれば、改めて検査をしていただく必要はありません。 

ただし、その時の検査結果のコピーを必ず提出してください。） 
 

●提出期限： 出店決定発表後２週間以内 

●提出方法： 原本写しを郵送 

●提出先：  〒270-1422 白井市復 1148-8 白井市文化センター2階 カフェブラン宛 

 

  

出店について 

飲食物出店に関する保健所への申請は主催者側でとりまとめて行います 
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【出店者に用意していただくもの】 

●タープテント （必須） ※安全確保のためテントウェイトや杭で必ず固定すること 

●テーブル・テーブルクロス （必須） 

●ごみ箱（必須）※店舗で出るゴミは、出店者自身で回収すること 

●釣銭  

●消火器「能力単位」や「業務用消火器」が標記されたもの。※火気使用店舗のみ 

※エアゾール式の消化具（消化スプレー）のタイプや住宅用消火器は該当しませんのでご注意ください。 

※運営側でレンタル品等のご用意はしませんのでご注意ください。 

  タープテントとテーブルがご用意できない方は出店をお断りさせていただきます。 

【ディスプレイについて】 

ときめきマルシェのコンセプトは“おしゃれ”です。 

ディスプレイにこだわりを持ち、会場全体をおしゃれな雰囲気で統一感を持たせることが 

最重要と考えています。 

出店者みなさんそれぞれの個性を最大限に生かしたお店づくりをしていただき、 

“ときめきマルシェ”の目指す魅力的な空間を創り上げましょう。 

 

（参考として…）○商品の陳列は、自然素材の物（木箱やかご等）を使う 

○商品ＰＯＰやプライスもおしゃれ感のあるものにする 

 

 

 

 

８：００～８:３０ キッチンカー＆飲食＆ワークショップ受付・搬入・準備開始 

８：３０～９：３０ 物販 受付・搬入・準備開始 

【全出店者】 

署名済みの同意書を提出。（同意書は、事前に印刷・署名の上ご持参ください） 

搬入前に運営本部にて受付を行ってください。※受付前の搬入・準備は禁止とさせていただきます。 

受付が終わり次第、指定された区画にて各自準備に取り掛かってください。 

会場内は車両の乗り入れによる搬入は出来ません。（キッチンカーを除く） 

１０：００ マルシェ開始 

１５：００ マルシェ終了 

商品が完売した場合は、順次閉店も可としますが、１５：００までは撤去作業は行わない 

でください。 

マルシェ当日の流れ 
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１５：４５ 搬出・完全撤収 

  

 

総合公園へ搬入する際の進入経路図。 

 

 

 

 

 

（１）荒天、強風などによる事故の恐れがある場合には開催を延期いたします。 

主催者側で当日の朝５時に判断し、ＨＰ及びフェイスブックにてお知らせいたします。 

 （２）延期・中止に際しての損害については、一切補償いたしません。ご了承ください。 

（３）開催中の突然の荒天等の場合は、本部より指示を出しますのでご対応をお願いします。 

（４）当日における緊急時は運営本部スタッフにお声掛けください。 

 

 

 

 

【全出店者共通】 

（１）貴重品や出店物の管理は、出店者自身で責任をもって行ってください。 

（２）出店者は、出店及び食品販売行為等に関して発生した事故・苦情に関しては、 

全ての賠償責任を負っていただきますのでご了承ください。 

   ※主催者は一切の責任を負いません。賠償責任保険等の加入をお勧めします。 

（３）釣銭は各自でご用意ください。運営本部による小銭の両替はお受けできません。 

（４）のぼりを立てる事は禁止です。 

出店時の注意事項 

雨天・当日の緊急時の対応 

搬入時の進入経路について 
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（５）出店者自身の車の駐車は、市役所職員駐車場です。 

    ☆出店者駐車場案内☆赤ラインは、搬入搬出時の一時停車位置 

              青ラインは、出店者駐車場への案内ルート 

 

 

【飲食物等の販売について】 

（１）仕込み等の事前調理が必要な場合は、出店ブースではなく別の場所で行ってください。 

（２）その場での調理を行わないパンや焼き菓子（クッキー・ビスケット）等の食品を販売す

る場合は、必ず個別の包装を行った上で販売してください。また、包装販売の際は、各

種事項（販売者名・製造日・アレルギー成分・賞味期限等）の表示が必要となります。 
 

 

 

  ときめきマルシェは、市の第５次総合計画に位置づけられた、市のにぎわい作りを目的とした、

イベントです。出店する品物やサービスは適正な価格で行ってください。また、以下に該当する

ものは出品できませんのでご注意ください。 

(１) 消費者の安全を損なう恐れのあるもの 

(２) 著しく他の出店者の迷惑となるもの 

(３) リサイクル品（リサイクル品を利用したオリジナル品は可） 

(４) 偽ブランド商品等の贋作品、著作権を侵害する品、販売禁止素材を使用した品 

(５) その他主催者が好ましくないと認めたもの 

    ※お客様からの苦情につきましては、出店者各自にて対応をお願い致します。 

 

 

出店物について 
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   食中毒等の事故は出店者の自己責任となります。以下の事項に注意願います。 

 

【取扱い食品について】 

（１）前日調理は行わず、当日に調理すること 

（２）原材料の細切・仕込みなどの行為は、その場で行わないこと  

（３）現場で簡単に調理（焼く・揚げるなど）できる食品とすること 

（４）提供する直前に十分加熱処理された食品であること 

   加熱する際は、中心部まで十分に加熱を行うこと 

（５）刺身等の生食の生鮮食品を取り扱わないこと 

（６）事前相談で、食中毒となる可能性が高いと指導を受けた食品は取り扱わないこと 

（７）原材料は新鮮なものを使用し、保存温度を守って管理すること（冷凍・冷蔵） 

（８）その場で喫食させ、持ち帰りをさせないこと  

（９）調理済みの食品は、長時間室温で放置しないこと 

（10）使用する水は飲用に適するものであること 

 
【調理従事者について】 

（１）身体を清潔にし、清潔な衣類を着用すること 

（２）手指に傷がある人、本人又は家族に下痢や嘔吐などの症状がある人は 

調理に従事させないこと 

（３）指輪・腕時計・マニキュアなどを着けたまま、調理に従事しないこと 

（４）爪は短く切り、食品の取扱い前やトイレの後は必ず手指の洗浄と消毒を行うこと 

 

 

 

 

 （１）会場は公園です。なるべくゴミが出ないような販売方法を心がけてください。 

（２）出店の際に出たゴミは必ず出店者自身がお持ち帰りください。 

   出店区画及びその周辺は、原則イベント実施前の現状復旧（芝の保全管理）を徹底して

ください。 

（３）会場にゴミ箱はありません。販売物のパッケージや、食器・残飯等のゴミについては  

出店者自身で回収してください。 

また販売時には、来場者にも必ず周知を行って、ゴミの回収に努めてください。 

衛生管理上の注意事項 

ゴミ・清掃について 


